
津市水道局告示

犬の抑留

犬の抑留

都市公園の区域の変更及び供用開始

津市監査委員条例の一部を改正する条例

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２５年３月５日

第 　１７３　　号

津市条例

津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例

津市議会委員会条例の一部を改正する条例

放置自転車等の撤去及び保管

公示送達

津市公告

津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

津市告示

公示送達

津市規則

公示送達

津市議会定例会の招集

公示送達

津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則

都市公園の設置及び供用開始

流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区）事業計画変更に伴う事業計画変更協議書（案）の事前縦覧

市有地（津市モーターボート競走場西駐車場）賃貸借に係る一般競争入札の執行

津市議会会議規則の一部を改正する規則

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行に係る共通事項

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市河内財産区議会議員選挙における不在者投票用紙等の交付場所

津市水道局公告

津市議会規則

津市教育委員会規則

津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

津市選挙管理委員会告示

選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

在外選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所

選挙人名簿からの抹消者

津市河内財産区議会議員選挙における候補者届等の書類の提出場所



※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

津市河内財産区議会議員選挙における選挙長の行う告示の方法

津市河内財産区議会議員選挙における投票記載所の氏名等の掲示順序のくじを行う場所及び日時

津市河内財産区議会議員選挙における選挙人名簿の登録

津市河内財産区議会議員選挙における選挙人名簿に登録された者の氏名等を記載した書面の縦覧場所



 津市監査委員条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２５年２月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第１号 

   津市監査委員条例の一部を改正する条例 

 津市監査委員条例（平成１８年津市条例第１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「２人」を「１人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成２５年２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第２号 

   津市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 津市証人等に対する実費弁償に関する条例（平成１８年津市条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「第１０９条第５項、第１０９条の２第５項、第１１０条第

５項又は第１１５条の２第１項」を「第１１５条の２第１項（法第１０９条第

５項において準用する場合を含む。）」に改め、同条第４号中「第１０９条第

６項、第１０９条の２第５項、第１１０条第５項又は第１１５条の２第２項」 

を「第１１５条の２第２項（法第１０９条第５項において準用する場合を含む。）」 

に改め、「により」の次に「、議会の会議」を加え、「、特別委員会又は議会

の会議」を「又は特別委員会」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 



 津市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２５年２月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第３号 

   津市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 津市議会委員会条例（平成１８年津市条例第２６５号）の一部を次のように

改正する。 

第６条に次の１項を加える。 

３ 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている

間在任する。 

 第８条中第３項を第５項とし、第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項

を加える。 

２ 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。 

３ 議長は、議会の許可を得て常任委員を辞任することができる。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 



 津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成２５年２月２８日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市条例第４号 

   津市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 津市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１８年津市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   津市議会政務活動費の交付に関する条例 

 第１条中「及び第１５項」を「から第１６項まで」に改め、「調査研究」の

次に「その他の活動」を加え、「、議会における会派（所属議員１人により構

成されたものを含む。以下「会派」という。）に対し政務調査費」を「政務活

動費」に改める。 

 第２条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「会派」の次に「及び会

派に属さない議員」を加える。 

 第３条第１項中「政務調査費は、」を「会派に対する政務活動費は」に改め、

「得た額を」の次に「、会派に属さない議員に対する政務活動費は月額５万円

を」を加え、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第３

項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「会派」の次に「又は会派に属

さない議員」を加え、「調査研究上」を「調査研究その他の活動上」に改め、

同条第４項中「結成された会派」の次に「又は新たに会派に属さない議員と

なった者」を加え、「政務調査費」を｢政務活動費｣に改め、「結成された日」

の次に「又は会派に属さない議員となった日」を加え、「結成日」を「結成日

等」に改め、同条第５項中「政務調査費」を「会派に対する政務活動費」に改

め、同条に次の１項を加える。 

６ 基準日において辞職、失職、除名若しくは死亡若しくは議会の解散（以下

「辞職等」という。）により議員でなくなった場合又は会派に属することに

より会派に属さない議員でなくなった場合における当該基準日の属する月に



係る分の会派に属さない議員に対する政務活動費は、これを交付しない。 

 第４条の見出し中「異動」を「異動等」に改め、同条第１項及び第２項中

「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が当該交付の対象に係る期

間の途中において辞職等により議員でなくなった場合又は会派に属すること

により会派に属さない議員でなくなった場合は、当該会派に属さない議員は、

その議員でなくなった日又は会派に属さない議員でなくなった日（以下「辞

職等の日」という。）から起算して３０日以内に、辞職等の日の属する月の

翌月（辞職等の日が基準日と同日である場合にあっては、当該辞職等の日の

属する月）からの月数分の政務活動費について本市に返還しなければならな

い。 

 第５条を次のように改める。 

 （政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 政務活動費は、会派又は会派に属さない議員が行う調査研究、研修、

広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市

民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るため

に必要な活動（次項において「政務活動」という。）に要する経費に対して

交付する。 

２ 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる

ものとする。 

 第６条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

 第７条第１項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「作成させ、」の

次に「領収書又はこれに準ずる書類を添付して」を加え、同条第３項中「政務

調査費」を「政務活動費」に改め、「解散した場合」の次に「又は会派に属さ

ない議員が辞職等により議員でなくなった場合若しくは会派に属することによ

り会派に属さない議員でなくなった場合」を、「第１項」の次に「又は第２

項」を、「解散日」の次に「又は辞職等の日」を加え、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「前２項」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員は、規則で定めるところに

より収支報告書を作成し、領収書又はこれに準ずる書類を添付して議長に提

出しなければならない。 

 第８条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条中「政務調

査費」を「政務活動費」に改め、「交付を受けた会派」の次に「又は会派に属



さない議員」を、「当該会派」の次に「又は会派に属さない議員」を加え、

「市政に関する調査研究に資するための必要な経費として」を「第５条に定め

る経費の範囲に従って」に改め、「解散した場合」の次に「又は会派に属さな

い議員が辞職等により議員でなくなった場合若しくは会派に属することにより

会派に属さない議員でなくなった場合」を、「解散日」の次に「又は辞職等の

日」を加える。 

 第９条中「第７条第１項」の次に「又は第２項」を加え、「同条第２項又は

第３項」を「同条第３項又は第４項」に改める。 

 第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

 （透明性の確保） 

第１０条 議長は、第７条第１項又は第２項の規定により提出された収支報告

書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すと

ともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 附則の次に次の別表を加える。 



別表（第５条関係） 

 項  目 内  容 

 調査研究費 会派又は会派に属さない議員が行う市政に関する調査研究及び

調査委託に要する経費 

 研 修 費 会派又は会派に属さない議員が研修会を開催するために必要

な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 

 広報広聴費 会派又は会派に属さない議員が行う活動及び市政について住

民に報告するために要する経費並びに会派又は会派に属さな

い議員が行う住民からの市政及び会派又は会派に属さない議

員の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要

する経費 

 要請・陳情 

活 動 費 

会派又は会派に属さない議員が要請・陳情活動を行うために

必要な経費 

 会 議 費 会派又は会派に属さない議員が各種会議を開催するために必

要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への参

加に要する経費 

 資料作成費 会派又は会派に属さない議員が行う活動のために必要な資料

の作成に要する経費 

 資料購入費 会派又は会派に属さない議員が行う活動のために必要な図

書、資料等の購入に要する経費 

 人 件 費 会派又は会派に属さない議員が行う活動を補助する職員を雇

用する経費 

 事 務 費 会派又は会派に属さない議員が行う活動に係る事務の遂行に

要する経費 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の津市議会政務活動費の交付に関する条例（以下

「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務

活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の津市議会政務調査

費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお

従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、新条例第３条第４項及び第４条第１項の規定に

より平成２５年３月分として交付される政務活動費を充てることができる経

費の範囲は、なお従前の例による。 

（津市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

４ 津市特別職報酬等審議会条例（平成１８年津市条例第２６８号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 



 津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２５年２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２号 

   津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

第１条中「津市議会政務調査費の交付に関する条例」を「津市議会政務活動

費の交付に関する条例」に、「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第２条第１項中「政務調査費の」を「政務活動費の」に改め、「代表者」の

次に「及び会派に属さない議員」を加え、「政務調査費交付申請書」を「政務

活動費交付申請書」に改め、同条第２項中「政務調査費交付変更申請書」を

「政務活動費交付変更申請書」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の

次に次の１項を加える。 

３ 会派に属さない議員は、交付申請書に記載した事項に変更等があるときは、 

速やかに市長に対し、議長を経由して変更申請書を提出しなければならない。 

第２条に次の１項を加える。 

５ 会派に属さない議員が会派に属することとなったときは、当該会派に属さ 

ない議員は、速やかに市長に対し、議長を経由して会派所属届（第６号様式） 

を提出しなければならない。 

 第３条第１項中「各会派」の次に「及び会派に属さない議員」を加え、「政

務調査費の」を「政務活動費の」に改め、「代表者」の次に「及び当該会派に

属さない議員」を加え、「政務調査費交付決定通知書（第６号様式）」を「政

務活動費交付決定通知書（第７号様式）」に改め、同条第２項中「提出のあっ

た会派」の次に「及び会派に属さない議員」を加え、「政務調査費の」を「政

務活動費の」に改め、「代表者」の次に「及び当該会派に属さない議員」を加

え、「政務調査費交付決定変更通知書（第７号様式）」を「政務活動費交付決

定変更通知書（第８号様式）」に改める。 

第４条第１項中「代表者」の次に「及び会派に属さない議員」を加え、「政 



務調査費の」を「政務活動費の」に、「政務調査費交付請求書（第８号様式）」 

を「政務活動費交付請求書（第９号様式）」に改め、同条第２項中「政務調査

費交付請求書」を「政務活動費交付請求書」に、「政務調査費を」を「政務活

動費を」に改め、「代表者」の次に「及び会派に属さない議員」を加える。 

 第５条を削る。 

 第６条第１項中「第７条第１項」の次に「及び第２項」を加え、「政務調査

費収支報告書（第９号様式」を「政務活動費収支報告書（第１０号様式」に改

め、同条第２項中「第７条第１項」の次に「及び第２項」を加え、同条を第５

条とする。 

第７条中「政務調査費」を「政務活動費」に、「会派は、その経理責任者を 

して」を「会派の経理責任者及び会派に属さない議員は」に、「の整理をさせ」 

を「を整理するとともに」に、「保管させなければならない」を「保管しなけ

ればならない」に改め、同条を第６条とし、第８条を第７条とする。 

 別表を削る。 

 第１号様式を次のように改める。 



第１号様式（第２条関係） 

議 長

政 務 活 動 費 交 付 申 請 書

 年  月  日  

 （宛先）津市長 

会派の名称 

代表者の氏名

（会派に属さない議員にあっては、氏名） 

 津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条第１項の規定により、 

    年度に係る政務活動費の交付について、次のとおり申請します。 

１ 会 派 の 名 称

２ 会派結成年月日

３ 代 表 者 の 氏 名

４ 経理責任者の氏名 

５ 所 属 議 員 数                  人（  年  月  日現在） 

６ 交 付 申 請 額            金        円 

７ 備 考

（注）会派に属さない議員による申請は、６及び７のみ記載する。 



 第２号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「津市議会政務調査費の交

付に関する条例施行規則」を「津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規

則」に改める。 

 第３号様式を次のように改める。 



第３号様式（第２条関係） 

議 長

政 務 活 動 費 交 付 変 更 申 請 書

年  月  日  

 （宛先）津市長 

会派の名称 

代表者の氏名

（会派に属さない議員にあっては、氏名） 

津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２条
第２項

の規定により、 
第３項

年度に係る政務活動費交付申請書の記載事項に関する変更等につい

て、次のとおり申請します。 

 変更等の内容 

区        分 変 更 等 後 変 更 等 前 変 更 等 年 月 日

１ 会 派 の 名 称  年 月 日

２ 代 表 者 の 氏 名  年 月 日

３ 経理責任者の氏名  年 月 日

４ 所 属 議 員 数 人 人  年 月 日

５ 交 付 申 請 額 円 円  年 月 日

６ 備 考 

（注）会派に属さない議員による申請は、５及び６の欄のみ記載する。 



 第４号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「津市議会政務調査費の交

付に関する条例施行規則」を「津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規

則」に改める。 

 第５号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、「津市議会政務調査費の交

付に関する条例施行規則第２条第３項」を「津市議会政務活動費の交付に関す

る条例施行規則第２条第４項」に改める。 

 第８号様式を削る。 

 第７号様式中「政務調査費交付決定変更通知書」を「政務活動費交付決定変

更通知書」に、「（代表者の氏名） 様」を 

「（代表者の氏名） 様 
に、「政務調査費に」を「政務 

 （会派に属さない議員にあっては、氏名）」

活動費に」に、「政務調査費交付変更申請書」を「政務活動費交付変更申請書」 

に、「津市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則」を「津市議会政務活

動費の交付に関する条例施行規則」に、「政務調査費交付決定額」を「政務活

動費交付決定額」に改め、同様式を第８号様式とする。 

 第６号様式中「政務調査費交付決定通知書」を「政務活動費交付決定通知書」 

に、「（代表者の氏名） 様」を 

「（代表者の氏名） 様 
に、「政務調査費の交付につい 

（会派に属さない議員にあっては、氏名）」

ては」を「政務活動費の交付については」に、「津市議会政務調査費の交付に

関する条例施行規則」を「津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」 

に、「政務調査費交付決定額」を「政務活動費交付決定額」に改め、同様式を

第７号様式とし、第５号様式の次に次の１様式を加える。 



第６号様式（第２条関係） 

議 長

会派所属届      

年  月  日  

 （宛先）津市長 

                       氏名        

 会派に所属したので、津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第２

条第５項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 所属した会派の名称 

２ 所属年月日 



 第９号様式を次のように改める。 



第９号様式（第４条関係） 

議 長

政務活動費交付請求書        

年  月  日  

 （宛先）津市長 

会派の名称 

代表者の氏名

（会派に属さない議員にあっては、氏名） 

 津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第４条第１項の規定により、    

年度に係る政務活動費の交付について、次のとおり請求します。 

１ 請求金額  金          円 

  （ただし、    年  月分から    年  月分まで） 

２ 交付を受ける月の初日における所属議員数 

                     人 

３ 請求理由（津市議会政務活動費の交付に関する条例第３条第３項の規定に 

より政務活動費の交付を受けようとする場合に記入すること。） 

４ 備考 

（注）会派に属さない議員による申請は、１、３及び４のみ記載する。 



 第９号様式の次に次の１様式を加える。 



第１０号様式（第５条関係） 

（表） 

年度政務活動費収支報告書 

年  月  日  

 津市議会議長 様 

会派の名称 

経理責任者の氏名

（会派に属さない議員にあっては、氏名） 

     年  月  日付け津市指令（記号番号）で交付決定を受けた 

  年度に係る政務活動費に関する収入及び支出について、次のとおり報告し

ます。 

１ 交付決定を受けた額  金        円 

２ 政務活動費に係る収入及び支出 

  裏面記載のとおり 



（裏） 

年度政務活動費収支報告書 

会派名            

                （会派に属さない議員にあっては、氏名） 

１ 収  入 

  政務活動費  金        円 

２ 支  出 

費 目 金 額 備           考 

調 査 研 究 費 円

研 修 費 円

広 報 広 聴 費 円

要請・陳情活動費 円

会 議 費 円

資 料 作 成 費 円

資 料 購 入 費 円

人 件 費 円

事 務 費 円

合 計 円

３ 残  額   金        円 

４ 添付書類 

  上記の支出に関する領収書又はこれに準ずる書類については、別添のとお

り 

５ 備  考 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の津市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

（以下「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後に交付され

る政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の津市議会政

務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費に

ついては、なお従前の例による。 

 （収支報告書の特例） 

３ 新規則第５条及び第１０号様式の規定にかかわらず、津市議会政務調査費 

 の交付に関する条例の一部を改正する条例（平成２５年津市条例第４号） 

 による改正後の津市議会政務活動費の交付に関する条例（以下「新条例」と

いう。）第３条第４項及び第４条第１項の規定により平成２５年３月分とし

て交付された政務活動費に係る新条例第７条第１項及び第２項に規定する収

支報告書は、市長が別に定める。 



津市告示第２７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項の規定に基づき撤去

し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次の

とおり告示する。 

 平成２５年２月２０日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月 １日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月 ４日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月 ５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ２月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月 ７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月 ８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ２月１４日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２８号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ 差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２９号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ ○○○○○○

○○○○○○ 

○○○ ○○○○○

○ ○○○ 

配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３０号 

 下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年２月２０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ ○○○○○○

○○○○○○ 

○○○ ○○○○○

○ ○○○ 

差押調書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第３１号 

 平成２５年第１回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２５年２月２１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２５年２月２８日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第３２号

 下記の者に対する市税に関する督促状は、居所不明等のため送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべきものから交付の申出があれば交付する。

  平成２５年２月２８日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達すべき内容

○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 普通徴収（市県民税）

平成 24 年度
２～４期

注意 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。



津市公告第２５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年２月１８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年２月１２日

２ 抑留期間 平成２５年２月１９日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市河芸町

中別保 
雑種 白茶 雄 中型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第２６号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び津市都市公園条例

（平成１８年津市条例第１９７号）第２条の規定により、都市公園の区域を変

更したので、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  平成２５年２月２５日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日 

都市公園の名称 位  置 区域 供用開始の期日 

中勢グリーンパーク 津市あのつ台五丁目

７５７番地１ほか 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

渋見砦跡公園 津市渋見町５５４番

地４９ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

岩田池公園 津市岩田３３番地 別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

２ 関係図書の縦覧場所  

津市建設部建設維持課 



津市公告第２７号 

 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２及び津市都市公園条例

（平成１８年津市条例第１９７号）第２条の規定により、都市公園を設置した

ので、次のとおり公告し、その関係図書を縦覧に供します。 

  平成２５年２月２５日  

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日 

都市公園の名称 位  置 区域 供用開始の期日 

西が丘公園 津市長岡町１２１２

番地２８ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

美川町２号公園 津市美川町６２番地

１９ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

半田児童公園 津市半田１７５９番

地ほか 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

藤方なぎさ公園 津市藤方８９７番地

１６ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

垂水西浦公園 津市垂水２０１２番

地４７ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

コモンヒルズ津南

台公園 

津市垂水２０１０番

地１１９ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

グリーンオアシス

中央公園 

津市高茶屋五丁目３

４６５番地１ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

久居北口公園 津市久居北口町２６

６１番地１０３ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

スマートパーク野

村公園 

津市久居野村８８５

番地４３ 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

豊野団地外周緑地 津市一身田豊野１４

０６番地２４９ほか 

別 図 の

とおり 

平成２５年３月１日 

２ 関係図書の縦覧場所  

津市建設部建設維持課 



津市公告第２８号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年２月２６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年２月１９日、２０日及び２１日

２ 抑留期間 平成２５年２月２８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

稲葉町 
柴 茶 雌 中型 

９１日

以上 

２ 
津市河芸町

南黒田 
雑種 黒 雄 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 
津市河芸町

南黒田 
雑種 茶 雄 中型 

９１日

以上 

４ 
津市河芸町

南黒田 
雑種 茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

５ 
津市河芸町

南黒田 
ビーグル 茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

６ 
津市河芸町

南黒田 
ビーグル 茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

７ 
津市河芸町

南黒田 
ビーグル 白茶 雌 中型 

９１日

以上 

８ 
津市 

白塚町 
マルチーズ 

灰と薄

茶 
雄 小型 

９１日

以上 
首輪あり 

９ 
津市 

白塚町 
雑種 白茶 雌 中型 

９１日

以上 



１０
津市 

白塚町 
雑種 白茶 雌 中型 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第２９号 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項による同法施行令（昭和

３４年政令第１４７号）第３条の規定により、中勢沿岸流域下水道（雲出川左

岸処理区）関連津市公共下水道事業計画を変更したいので、次のとおり事業計

画の案を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該事業計画の案については、縦覧期間満了の日までに、津市に意見

を提出することができます。 

  平成２５年２月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 下水道事業の種類及び名称 

  中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）関連 

  津市公共下水道事業 

２ 拡大区域（予定） 

  津市高茶屋小森町字北端の一部ほか 

３ 事業の期間 

  昭和４９年３月２６日から平成３０年３月３１日まで 

４ 縦覧場所 

  津市殿村５番地 

  津市下水道部下水道政策課 

５ 縦覧期間 

  平成２５年２月２６日(火)から平成２５年３月１１日(月)まで 

   (午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土日・祝日除く。) 



津市公告第３０号 

 次のとおり一般競争入札を執行しますので、津市契約規則（平成１８年津市

規則第４０号）第４条の規定により公告します。 

  平成２５年２月２８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 趣旨 

  本市競艇事業部が所管する駐車場用地の跡地利用に係る事業者を募集しま

す。 

  幅広く一般の事業者から提案を求め、本件に対する意欲や取組体制、具体

性や実効性のある提案、企画力並びに実績及び実行力等を総合的に勘案した

上で、事業計画書の内容等による資格審査及び競争入札（二段階競争入札）

により、貸付公募を行います。 

２ 入札に付する事項 

 件名 市有地の賃貸借に係る一般競争入札 

 物件の概要 

所 在 地 地 目 面積（実測） 用途地域 

津市藤方字西大田５４６番 雑種地 5,621㎡ 
市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田５４６番２ 雑種地 226㎡ 
市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田５５２番 雑種地 5,759㎡ 
市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田５６３番２ 雑種地 8,441㎡ 
市街化区域 

準工業地域 

津市藤方字西大田５７１番１ 雑種地 10,516㎡ 
市街化区域 

準工業地域 

 合  計 30,563㎡ 

３ 貸付期間 



公正証書による契約書で定める始期から２０年間とします。 

（平成２５年８月１日から平成４５年７月３１日までを予定） 

なお、貸付に係る準備期間及び期間満了に伴う原状回復期間も貸付期間に

含みます。 

４ その他 

その他貸付条件、手続に関する事項は、別紙「市有地の賃貸借に係る一般

競争入札実施要領」のとおりです。 



























津市水道局告示第２号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２５年２月１８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社大光建設 松阪市嬉野上野町 1615 番地 1 平成２５年２月７日 



津市水道局公告第１号 

津市水道局が執行する建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札（以

下「事後審査型入札」という。）に関する必要な事項について、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平

成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により、次

のとおり公告します。 

なお、この公告は事後審査型入札を執行するに当たっての共通事項を示すも

のであり、個々の入札に付する事項及び入札参加資格等については、別に公告

します。 

  平成２５年２月１８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

事後審査型条件付一般競争入札共通事項 

１ 入札参加者に必要な資格要件 

事後審査型入札に参加できる建設業者等は、次に掲げる要件を備えている

者でなければならない。 

 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（建設コン 

サルタント等にあっては、それぞれの業務に関し法令の定めるところによ

る登録）及び同法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査（建設コ

ンサルタント等にあっては、水道事業管理者が別に定める審査）を受けて

おり、かつ、その審査の基準日の前日までに営業年数が１年以上あること。 

 津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

 当該対象工事等の業種に応じた技術者を有していること。 

 個別の案件ごとの公告（以下「個別公告」という。）から入札時までの

期間において、津市から指名停止等を受けていないこと。 

 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始を申し 

立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除く。） 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始を申 

し立てた者若しくは決定を受けた者（津市から再認定を受けた者を除く。） 



でないこと。 

 建設業法その他の法令、規則等に違反していないこと。 

 個別公告において示す参加資格要件を満たしていること。 

 その他水道事業管理者が事後審査型入札に係る参加業者として不適当で

あると認める者でないこと。 

２ 設計書及び設計図書の閲覧等 

建設工事等に係る設計書及び設計図書については、個別公告で示す期間、

水道総務課において閲覧に供するほか、当該公告で示す販売店において有償

で頒布する。 

３ 入札参加方法等 

 入札参加者は、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、関係書類及び現

場等）を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において設計図書

等に関する質問がある場合は、個別公告において示す参加資格要件を有す

る者に限って、期限日までに書面のみにより申し出ることができる。質問

に対する回答は、津市ホームページに掲載するものとする。

 事後審査型入札においては、入札参加のために事前に申請手続を行うこ

とを要せず、この共通事項及び個別公告において示す参加に係る資格要件

を満たす者は、当該公告において示す入札書提出期限までに入札書を提出

することにより入札参加できるものとする。 

 入札方法は郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれかの

方法で郵送するものとし、水道総務課への持参は認めない。 

 封筒は、水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等を使用すること。 

 個別公告で示した入札書提出期限までに日本郵便株式会社津中央郵便局

必着とする。 

 宛先 

〒５１４－８７９９ 

日本郵便株式会社津中央郵便局留 津市水道局 水道総務課 宛 

 入札回数は、１回とする。 

４ 入札書 

 指定様式の入札書に、入札日（開札日）、入札者の住所（所在地）・商

号（名称）・代表者氏名・印（入札参加資格審査申請時に提出した使用印

鑑届に押印された印）、入札金額、工事名、工事場所及び落札可能件数を



鮮明に表示すること。また、入札金額はアラビア数字で、文字は楷書で記

載すること。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

 入札書は、指定した封筒等に入れ、開札日時、件名、差出人名を記入の

上、３箇所の封印をすること。 

５ 積算内訳書 

 入札書の入札金額に対応した積算内訳書を必ず提出すること。 

 積算内訳書の合計金額は、必ず入札書の入札金額と同額とすること。 

 積算内訳書は、入札書を提出（郵送）する際に必ず同封すること。 

 積算内訳書の審査を行った結果、不明な点があるときは、さらに詳しい

積算明細書等の資料提出及び積算根拠の説明を求めることがある。 

６ 開札の立会い 

開札の立会人を、入札参加者の中から選定する。ただし、選定された立会

人が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開札す

ることができる。 

７ 開札及び落札候補者の決定 

 開札は、個別公告において示す日時及び場所において行うものとする。 

 開札の結果、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札

した者のうち、最低価格で入札した者を落札候補者とし、当該落札候補者

の入札参加資格の審査のため落札決定を保留し、開札を終了するものとす

る。 

の落札候補者となるべき者が複数ある場合は、開札立会人によるくじ

引きにより、当該複数入札者の落札候補順位を決定する。 

８ 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 



 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 入札者の記名押印のないとき。 

 入札金額を訂正しているとき。 

 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 入札保証金の納付がないとき、又は額が不足するとき。 

 開札前において入札参加資格要件を満たさないことが明らかな者が入札

をしたとき。 

 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定された郵送方法以外の方法で入札書を郵送したとき。 

 入札書が提出期限を過ぎて到着したとき。 

 水道局が配布する郵便入札専用の指定封筒等以外の封筒で入札書を郵送

したとき。 

 指定封筒等に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定封筒等に記載された件名と同封された入札書の件名が異なるとき。 

 積算内訳書が同封されていないとき。 

 入札書に記載された金額と積算内訳書に記載された金額が異なるとき。 

 落札候補者となった件数が落札可能件数に達した以後に当該落札候補者

が入札をしたとき。 

 開札後に入札参加資格の審査を行った結果、入札参加資格要件を満たさ

ないことが分かったとき。 

 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

(21) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

９ 落札可能件数の変更 

入札書投函以降、落札可能件数に変更が生じた場合は、「落札可能件数変 

更届」を提出すること。 

10 入札書の書き換え等の禁止 

一度提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。 

11 入札参加資格確認資料の提出 

落札候補者となった者は、事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申

請書（以下「確認申請書」という。）及び次に掲げる確認資料を水道総務課

へ提出するものとする。 

 建設工事の場合 

ア 建設業許可証明書等の写し（支店等業者にあっては、支店等が対象業



種の建設業許可を有することを証明する書類） 

イ 配置予定の主任（監理）技術者及び現場代理人等との雇用関係を確認

するための書類（雇用保険、社会保険被保険者証等の写し） 

ウ 配置予定の主任（監理）技術者の資格者証の写し（実務経験の場合は、 

実務経験経歴書） 

エ 専任技術者証明書の写し（建設業許可申請時に必要な営業所の専任技

術者調書の写し） 

オ 同種工事の施工実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（水道

総務課が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 建設コンサルタント等の場合 

ア 建設コンサルタント等に係る登録を証明する書類 

イ 当該業種における直近決算の営業収入金額が確認できる書類 

ウ 配置予定技術者との雇用関係を確認するための書類（雇用保険、社会

保険被保険者証等の写し） 

エ 配置予定技術者の資格証の写し等 

オ 同種業務の履行実績届出書 

カ 設計図書を購入した際の領収書の写し又は積算内訳書交付済証（水道

総務課が発行したもの） 

キ その他入札参加資格を確認するために個別公告で示した資料 

 落札候補者は、提出を求められた日の翌日から起算して２日以内に確認

申請書及び確認資料を提出しなければならない。 

 落札候補者が提出期限内に確認申請書及び確認資料を提出しない場合、

当該落札候補者は入札参加資格要件を満たしていないものとみなす。 

12 公正な入札の確保 

 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加 

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入 

札価格を決定しなければならない。 

 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的 

に開示してはならない。 



13 落札者の決定 

 落札候補者から提出された確認申請書及び確認資料を審査した結果、入

札参加資格要件を満たしていることを確認したときは、当該落札候補者を

落札者と決定する。 

  の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないこと

を確認したときは、当該落札候補者のした入札を無効とし、次に低い価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、適格者が現れるまで順次審

査を行うものとし、その過程において、同価格の入札をした者が複数ある

場合は、別に指定する日時及び場所においてくじ引きを行い、落札候補者

の順位を決定する。この場合において、くじ引きを代理人が行う場合は、

委任状を提出しなければならない。 

 入札参加資格要件の審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を満た

していないことを確認したときは、事後審査型条件付一般競争入札参加資

格審査結果通知書により通知するものとする。 

の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して２日以内に

書面により決定理由について説明を求めることができる。 

の説明を求められたときは、説明を求められた日の翌日から起算して

４日以内に回答書により回答するものとする。 

14 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当する場合及びあ

らかじめ個別公告においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 

15 契約保証金 

 契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し

なければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又

は金融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供す

ることにより、契約保証金の納付に代えることができる。 

 津市建設工事執行規則（平成１８年津市規則第４１号）第１２条の規定

に該当する場合は、契約保証金を免除する。 

16 予定価格 

予定価格は、個別公告において明らかにする。 

17 最低制限価格 

最低制限価格の設定については、個別公告において明らかにする。 



18 入札の中止等 

 事後審査型入札への参加に係る業者等が不正の利益を得るために連合し、

又は不穏な行動をなす等公正な入札の執行を確保することができないと認

めるときは、当該事後審査型入札を延期、中止等の措置をとることがある。 

 天災その他やむを得ない事由により入札（開札）を行うことができない

と認めるときは、入札（開札）を中止することがある。 

 入札の中止等に至った場合においても、見積りに係る費用、郵送に係る

費用その他入札に係る一切の費用は補償しない。 

19 異議申立て等 

入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様書、

関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てることは

できない。 

20 期限の特例 

この共通事項において示す期限については、津市の休日を定める条例（平

成１８年津市条例第１４号）第３条の規定を準用する。 



津市水道局公告第２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年２月１８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 







 津市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２５年２月２８日 

                   津市議会議長 田 村 宗 博 

津市議会規則第１号 

   津市議会会議規則の一部を改正する規則 

 津市議会会議規則（平成１８年津市議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第９６条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 



 津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

平成２５年２月２０日 

    津市教育委員会委員長 中 湖  喬 

津市教育委員会規則第１号 

津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

津市郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市教育

委員会規則第３１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２１条」を「第２０条」に改める。 

第４条及び第５条を削る。 

第６条第１項中「第８条第１項」を「第７条第１項」に、「第３号様式」を

「第１号様式」に改め、同条を第４条とする。 

第７条第１項中「第４号様式」を「第２号様式」に改め、同条を第５条とし、

第８条から第１１条までを２条ずつ繰り上げる。 

第１２条第１項中「第１１条」を「第１０条」に、「第５号様式」を「第３

号様式」に改め、同条第２項中「第１４条第４号」を「第１３条第４号」に改

め、同条を第１０条とする。 

 第１３条中「条例第１１条」を「条例第１０条」に、「第１０条及び第１１

条」を「第８条及び第９条」に改め、「、第５条」を削り、「第９条並びに第

２号様式」を「第７条」に、「第９条中」を「第７条中」に改め、「、第５条

中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第２号様式中「（あて先）津市長」

とあるのは「（あて先）津市美杉ふるさと資料館指定管理者」と」を削り、同

条を第１１条とし、第１４条を第１２条とする。 

 第１号様式及び第２号様式を削る。 

 第３号様式中「第６条関係」を「第４条関係」に、「（あて先）」を「（宛

先）」に改め、同様式を第１号様式とする。 

第４号様式中「第７条関係」を「第５条関係」に改め、同様式を第２号様式

とする。 

 第５号様式中「第１２条関係」を「第１０条関係」に、「（あて先）」を

「（宛先）」に改め、同様式を第３号様式とする。



附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第４号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第５号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第６号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

             １人      ０人       １人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日  平成２５年２月２２日 



津市選挙管理委員会告示第７号

 平成２５年３月１０日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙における候補

者届等の書類を選挙長に提出すべき場所を次のとおり定めたので告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  提出すべき場所  津市芸濃総合支所地域振興課



津市選挙管理委員会告示第８号

 平成２５年３月１０日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙における不在

者投票の投票用紙等の交付場所を次のとおり定める。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  交付場所  津市芸濃庁舎２階防災会議室



津市選挙管理委員会告示第９号

 平成２５年３月１０日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙における選挙

長の行う告示は、津市芸濃庁舎の掲示場に掲示してこれを行う。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次



津市選挙管理委員会告示第１０号

 平成２５年３月１０日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙において、公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定により投票記

載所氏名等の掲示の掲載順序を定めるためのくじを行う日時及び場所を次のと

おり定めたので、公職選挙事務執行規程（平成７年三重県選管告示第５号）第

８５条の規定により告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ くじの場所  津市選挙管理委員会事務局

２ くじの日時  平成２５年３月５日 午後５時３０分



津市選挙管理委員会告示第１１号

 平成２５年３月１０日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙について、公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定による選挙人名

簿の登録に関し、次のとおり定めたので、公職選挙施行令（昭和２５年政令第

８９号）第１４条第２項の規定により告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 被登録資格の決定の基準となる日

  平成２５年３月４日（年齢については、平成２５年３月１０日とする。）

２ 登録を行う日

  平成２５年３月４日

３ 縦覧に供する期間

  平成２５年３月５日



津市選挙管理委員会告示第１２号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定により平成

２５年３月４日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載し

た書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので、同法第２３条第２項の規定によ

り告示する。

  平成２５年２月２２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

  縦覧の場所  津市選挙管理委員会事務局


